
入札説明書  

  

 この入札説明書は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱

規程」という。）、地方独立行政法人埼玉県立病院機構における物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程、地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センターにおける本件

調達に係る入札公告のほか、本件調達に関し一般競争入札に参加しようとする者（以下「競争入

札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするもので

ある。  

  

１ 調達内容 

⑴ 業務名  

  埼玉県立精神医療センター洗濯業務及び寝具賃貸借業務 一式  

⑵ 業務場所  

  埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２  

  埼玉県立精神医療センター  

⑶ 履行期間  

  令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで  

⑷ 入札方法 

本件入札は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構一般競争入札執行要綱に基づき行う。  

  

２ 最低制限価格の設定 

設定しない。  

  

３ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格及び失格基準価格    

設定する。  

  

４ 入札参加資格  

⑴ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程（以下、「契約事務取扱規程」とい

う。）第３条第２項各号に該当しない者であること。 

⑵ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第３条第３項の規定により法人の一

般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

⑶ 令和７・８年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」とい

う。）に登載され、業種区分「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他役務」のＡ等級

に格付け、「洗濯業務」に登録されている者であること。 

⑷ 入札参加資格者名簿に登載され、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付け、「寝具類」に

登録されている者であること。 

⑸ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱又は地方独立行政法人埼玉県立病院機構入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措

置を受けていない者であること。 



⑹ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱又

は地方独立行政法人埼玉県立病院機構暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受け

ていない者であること。 

⑺ 令和４年４月１日から公告日までの間に病床数１８０床以上の病院又は５０床以上の介護

施設（４か所以上）において、院外洗濯業務を１年間以上履行した実績があること。 

⑻ 令和４年４月１日から公告日までの間に病床数１８０床以上の病院又は５０床以上の介護

施設（４か所以上）において、寝具の賃貸借を１年間以上履行した実績があること。 

⑼ 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１４に定める基準に適合する者

であること。 

⑽ 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成５年２月１５日健政第９８号

厚生省健康政策局長通知）第３の８（２）及び「病院、診療所等の業務委託について」（平成

５年２月１５日指第１４号厚生省通知）別添１に定める衛生基準を満たす洗濯施設を有して

いる者であること。 

  

５ 入札参加資格の確認  

この入札に参加しようとする者は、下記のとおり資格審査に係る資料を提出し、入札参加資

格の確認を受けなければならない。  

⑴ 提出期限  

令和８年７月６日（月）午後４時  

⑵ 提出書類  

  ア 「一般競争入札参加資格確認申請書」（様式第２号） 

    郵送（書留郵便に限る）又は持参にて提出するものとする。 

イ 資格審査書類 

     次の書類を（３）の方法により提出するものとする。なお、全てＡ４判で作成するも

の とする。 

    □１ 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し（発行後３か月以内のもの） 

    □２ 「業務履行実績に係る申出書」（別紙２） 

    □３ 別紙２で指定する添付書類 

    □４ 医療法等に定める基準に適合している旨の誓約書（別紙３） 

⑶ 提出方法  

ア 別紙「資格審査書類目次」に必要事項を記入する。 

  イ アを表紙として、上記（２）の全ての書類を□で示した番号順に並べ、左上１か所を

ホチキスで綴じる。 

  ウ 上記（２）において□で示した番号のインデックスを貼り付ける。 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                              ………… 
 
 
 
 
 
   エ 入札公告に定める期間内に、以下の宛先に郵送（書留郵便に限る）又は持参により

提出すること。郵送の場合は必ず電話連絡を行い到達確認をするほか、持参による提

出の場合は必ず事前に電話連絡を行うこと。 

      〒３６２－０８０６ 

      埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２ 

      地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

      埼玉県立精神医療センター 管財・用度担当 

      ＴＥＬ  ０４８－７２３－６８０５（直通） 

⑷ 結果の通知  

令和８年７月９日（木）午後１時より、入札参加資格等確認通知書（以下「確認通知書」

という。）を電子メールにて通知する。 

 なお、参加資格が「なし」の場合は確認通知書にその理由を付するが、入札参加資格を

満たさないとした理由に不服がある場合は、苦情申出書により苦情の申し出ができる。 

 

６ 仕様書等に関する質問及び回答  

仕様書等に関する質問及び回答は、以下のとおり行う。  

⑴ 受付期間  

令和８年６月１２日（金）午前１０時から令和８年６月２５日（木）午後４時まで  

⑵ 提出方法  

質問書（様式第１号）を電子メールにより提出すること。提出の場合は、必ず電話により

着信の確認を行うこと。  

⑶ 提出場所 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

埼玉県立精神医療センター 事務局管財・用度担当 

E-mail  n231111b@saitama-pho.jp 

⑷ 回答の方法  

 

 

 

 

 資格審査書類目次 
 

 

………………… 

………………… 

……………… 

 

 

1 

／ 

2 

3 



入札参加資格者全員に共通の質問に対する回答は、下記に示す日時までに地方独立行政法

人埼玉県立病院機構（以下「病院機構」という。）のホームページに掲載する。 

⑸ 回答の日時 

令和８年７月１日（水）午後４時までに掲示する。  

  

７ 入札保証金  

免除する。  

  

８ 入札書の提出  

入札参加資格者は、以下のとおり入札書（様式４号）を提出しなければならない。  

⑴ 入札書提出期日  

令和８年７月１３日（月）午前１０時から 

令和８年７月２２日（水）午後４時まで（必着） 

⑵ 入札書の提出方法  

   書留郵便又は持参により提出すること。入札書及び入札内訳書（初度入札のみ）を封入し

て封かんした上で、その封筒（以下「中封筒」という。）に、「初度入札」又は「再度入札」

の回数を明記すること。初度入札と再度入札の回数分の中封筒を封入して封かんした上で、

その封筒に「令和８年７月２３日開札 埼玉県立精神医療センター洗濯業務及び寝具賃貸借

業務」と朱書で明記しなければならない。 

   なお、代理人が入札する場合は、入札（見積）委任状（様式第５号）も併せて提出しなけ

ればならない。また、郵送の場合は必ず電話連絡を行い到達確認をするほか、持参による提

出の場合は必ず事前に電話連絡を行うこと。 

⑶ 入札書の提出場所 

〒３６２－０８０６ 

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２ 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

埼玉県立精神医療センター 事務局管財・用度担当 

ＴＥＬ ０４８－７２３－６８０５（直通）  

⑷ 入札書の作成要領  

入札書は、以下のとおり作成すること。  

ア 競争入札参加者等は、入札書（様式第４号）に次の各号に掲げる事項を記載して提出し

なければならない。  

(ｱ) 入札書の提出年月日、入札金額、くじ番号 

(ｲ) 競争入札参加者本人が入札する場合は、その住所及び氏名（法人の場合は、その所在

地、名称又は商号及び代表者の職・氏名）並びに押印（外国人の署名を含む。以下同

じ。）  

(ｳ) 代理人が入札する場合は、競争入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その

所在地、名称又は商号及び代表者の職・氏名）、並びに当該代理人の氏名及び押印     

なお、代理人が入札する場合は、入札権限等に関する委任状（様式第５号）も併せて

提出しなければならない。   



イ 競争入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正した場合は、当該訂正部分について押印

をしておかなければならない。ただし、首標金額を訂正したものは無効とする。  

ウ 競争入札参加者等は、一度提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはでき

ない。ただし、当法人が補正等を求める場合は、この限りではない。  

エ 競争入札参加者等は、競争入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額（単

価）を入札書に記載すること。  

オ 契約金額は入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額とする。  

  

９ 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

⑴ 入札参加資格のない者がした入札  

⑵ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率によ

る額に達しない者がした入札  

⑶ 公告で定められた方法以外の方法で入札書を提出した者がした入札  

⑷ 入札書と併せて入札見積金額内訳書の提出が求められた入札において、不備な入札見積金

額内訳書を提出した者がした入札  

⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札  

⑹ 虚偽の確認申請書、確認資料又は資格審査資料等を提出した者がした入札  

⑺ 入札の辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札  

⑻ 入札者の押印がない入札書による入札  

⑼ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札  

⑽ 入札金額を訂正した入札書による入札  

⑾ 押印された印影が明らかでない入札書による入札  

⑿ 記入すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札  

⒀ 代理人で委任状を提出しない者がした入札  

⒁ 他人の代理を兼ねた者がした入札  

⒂ ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入札  

⒃ 前各号に定めるもののほか、この公告に示す事項に反した者がした入札  

  

10 開札日時  

令和８年７月２３日（木）午前１０時００分  

11 開札への立会い 

開札への立会いは、不要とする。ただし、入札参加資格が認められ、かつ、期日までに入札

書を提出した者は、本入札公告５⑷に示す期日までに書面で希望することにより、開札に立

ち会うことができる。  

その場合において、立会者の集合すべき場所、日時等は、入札執行者から通知する。  

  

 12 落札者の決定等  

⑴ 調査基準価格の 100/110 未満の価格で入札した者（以下「低入札価格調査対象者」とい

う。）があるときは、落札者の決定を保留する。 



低入札価格調査対象者については、低入札価格調査制度実施要領に基づく低入札価格調査を

実施した上で、落札者とするか否かを決定する。 

失格基準価格の 100/110 未満の価格をもって入札を行った者は、失格となる。 

調査基準価格の 100/110 未満の価格かつ失格基準価格の 100/110 以上の価格で入札した者

（以下「低価格入札者」という。）は、低入札価格調査に協力しなければならない。 

低価格入札者が低入札価格調査に応じないとき又は求められた資料を指定された期日までに

提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなされ失格となる。 

予定価格の 100/110 以下かつ失格基準価格の 100/110 以上の価格で入札した者のうち、低入

札価格調査の結果、落札者とされなかった者を除き、最低の価格をもって入札した者を落札

者とする。  

⑵ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

くじは、別紙「電子入札くじについて」のとおり実施する。電子くじの実施に当たっては、

入札参加者が入札書に記載したくじ番号を用いるものとし、記載がない場合には「９９９」

を用いるものとする。  

 

13 再度入札  

⑴ 初度入札において落札者がないときは、再度入札を行うものとする。 

再度入札は１回とする。 

以下のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。 

ア 無効の入札をした者 

イ 失格基準価格の 100/110 未満の価格の入札をした者 

ウ 調査基準価格の 100/110 未満で失格基準価格の 100/110 以上の価格の入札（失格基準価

格を設定しない場合は調査基準価格の 100/110 未満の価格の入札）（以下「低入札価格調査

対象入札」という。）をして、低入札価格調査を行った結果、落札者とされなかった者 

  ⑵ ⑴の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、再度入札を行わないものとす

る。 

ア 低入札価格調査を適用した場合において、初度入札において低入札価格調査対象入札が

あったとき。ただし、低入札価格調査を行った結果、当該低入札価格調査対象入札を行っ

た者を落札者とせず、ほかに落札者がいない場合はこの限りでない。 

イ 再度入札に参加することができる者がないとき 

 

14 契約保証金  

別紙「契約保証金について」のとおり。  

  

15 支払条件  

発注者は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を受注者に支払うものと

する。  

  

16 入札説明会  

開催しない。  

  

17 その他  



⑴ 天災が原因等で入札・開札事務が処理できない場合は、入札・開札を延期する。入札・開

札を延期する場合は、電話、ファクシミリ等により、必要な事項を連絡する。  

⑵ 入札をした者は、入札終了後において、仕様書及び契約書（案）等について、不明を理由

として異議を申し立てることができない。  

⑶ 競争入札参加者が、本調達に関して要した経費は、すべて当該競争入札参加者が負担する

ものとする。  

 

18 この公告に関する問合せ先  

〒３６２－０８０６ 

 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２ 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

埼玉県立精神医療センター 事務局管財・用度担当 

ＴＥＬ  ０４８－７２３－６８０５（直通） 

ｍａｉｌ n231111b@saitama-pho.jp 


